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【取扱い】

用途上不可分と取り扱うことができる「住宅の離れ」は次のいず

れかに該当するものとする。なお、浴室（シャワーのみの場合も含

む ）の有無については問わないものとする。。

①便所が設置されていない。

②台所が設置されていない。

③台所は設置されていないが、湯沸かし程度の設備等が設置さ

れている。

「湯沸かし程度の設備等」は間口幅

９０ｃｍ程度でシンクとコンロのスペ

ースのみで、まな板を置いて作業する

スペースがなく、本格的な調理作業が

できないもの、あるいはこれより規模

の小さいものとする。

（参考例）

【解 説】

建築物の敷地は建築基準法施行令第１条第１号により、１の建築物又

は用途上不可分の関係にある２以上の建築物のある一団の土地と定義さ

れている。

住宅の「離れ」については、原則的には住宅の附属建物として用途上

、 「 」不可分の建築物として扱われてきているところではあるが その 離れ

の定義付けについては平成12年12月１日付鳥取県土木部建築課通知「住

」 、宅に関する用途上可分不可分の関係について で合意されているものの

各行政庁等での湯沸かしの取扱いが異なっていたため、統一を図るもの

である。
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